
出産、育児時の試算が可能に 

 昨年施行された改正育児・介護休業法は

従来の育児休業給付金に加え出生後休業支

援給付金や育児時短就業給付金が新設され、

申請書類や要件などが異なり実務が複雑化

してきています。厚生労働省では産休・育

休中の経済的支援が試算できる「かんたん

試算ツール」や直接質問ができる「コール

センター」を設置し、制度を理解・利用しや

すいように広報をしています。 

産休・育休中の経済的支援を試算できる 

「産休・育休中の経済的支援かんたん試算

ツール」は、利用する従業員（ママとパパは

入力が分かれている）の情報を入力するこ

とによって出産時や育児休業中に受け取れ

る給付金等の額が簡単に試算できるという

ものです。 

 入力項目は以下の通りです 

・子供の出生日または出産予定日 

・生まれる子の人数 

・勤務地  ・給与形態 

・休業開始前の給与月額 

・出生後休業支援給付金の申請有無 

試算は次のものができます。 

出産手当金、出産育児一時金、育児休業

給付金、出生後休業支援給付金、社会保険

料免除額等です。「結果を表示する」をクリ

ックすると試算が示されます。 

 試算結果はあくまで目安であり、実際の

額を保証するものではなく被保険者資格や、

勤務状況、休業期間でも変わってきます。 

育児休業等給付専用コールセンター 

 実際に制度を利用するには勤務先、健康

保険組合、ハローワークでの手続きが必要

です。その中で「育児休業等給付専用コー

ルセンター」が設置されていて直接質問が

できます。内容は育児休業給付金、出生時

育児休業給付金、出生後休業支援給付金、

育児時短就業給付金について手続きのこと

まで尋ねることができます。 

問い合わせ例としては 

・給付金の内容や支給要件を知りたい 

・支給額はどのように計算されているのか 

・申請手続きはどのようにするのか 

・支給時期や申請処理の目安を知りたい 

以上のように育児に関する給付の種類は

増えてきていますが、手続きが煩雑化した

ためにわかりにくい面があります。上記の

ようなサービスを利用してみてはいかがで

しょう。 
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